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第５期嬉野市農業委員会 第２７回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について   

 １  谷所馬場浦 農道拡幅 R2.10.2 了 承 

 ２  岩屋川内祭代 茶園農道 外１筆 R2.10.2 了 承 

 ３  岩屋川内藤山 農業用通路 R2.10.2 了 承 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  下野古木場 使用貸借権 R2.10.2 承 認 

 ２  五町田前牟田 使用貸借権 R2.10.2 承 認 

 ３  岩屋川内陣野 使用貸借権 R2.10.2 承 認 

 ４  岩屋川内陣野 使用貸借権 R2.10.2 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩 1～7 久間八幡籠 外１４筆 賃借権・使用貸借権 R2.10.2 承 認 

 嬉 1～4 下宿道徳 外７筆 使用貸借権・賃借権 R2.10.2 承 認 

 市 1～3  久間二本松 外６筆 賃借権（農地中間管理機構） R2.10.2 承 認 

  所有権の移転   

 １ 五町田流海  あっせん R2.10.2 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １  吉田赤仁田 外２筆 売買 R2.10.2 許 可 

 ２  谷所木野 外１筆 売買 R2.10.2 許 可 

議案第４号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  大草野里 駐車場及び庭 R2.10.2 承 認 

 ２  下野三坂 一般住宅 R2.10.2 承 認 

議案第６号  非農地証明願いについて   

 １  下野二本杉 外６筆 災害適用で復旧のため R2.10.2 決 定 
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１ 招集年月 日  令和 ２年１０月 ２日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会  １０月２日 午後１時３０分 議長 川内 利光 
    及 び 宣 告  閉会  １０月２日 午後２時２８分 議長 川内 利光 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 
議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 

会長 川内 利光 出 議  長 ７ 原田 謙次 出 議事録署名 

１ 池田 博幸  出  ８ 峰  正己 出 議事録署名 

２ 馬場みどり 出 事前審査班長 ９ 中島文二郎 出  

３ 森  和義 出 憲 章 朗 読 １０ 杉﨑 順憲 出 
 

 

４ 西田 昭義 出  １１ 山口 安則 出  

５ 植松 和幸 出  １２ 生田 健児 出  

６ 山口智佐代 出   

 

（職員等） 

事 務 局 長 馬場 敏和 主   事 永田 良子 

－ － 農業政策課主任 納富 作男 

 

 

 

 

 



６ 議事日程 

 報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

 議案第１号 農用地利用集積計画の解約について  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について  

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

議案第５号 非農地証明願いについて 

 

 

 

７ 会議の概要  ― 午後１時３０分 開会 ―   

 

 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、全員出席であります。定足数に達しておりますので川内会長の御挨拶

の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号３番 森和義 委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第２７回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告１件、議案５件で、審議事項は２７件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号７番 原田 謙次 委員と 

８番 峰 正己 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出につい 

て を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、石垣 の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字谷所 馬場浦 ○○○番、 

地目は畑、面積は２２０㎡のうちの６０．０㎡です。 

用途は、農道拡幅  



      理由は、農道が狭く湾曲で破損しており、拡幅が必要になったため というこ

とです。令和２年５月頃に転用されており始末書付きの案件です。 

      隣接は、東は田、西は畑・道路、南は畑、北は道路 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、馬場みどり委員、地域担当委員、班長としての説明、意見 

及び結果報告をお願いします。 

班  長  場所は、石垣の堤の管理道路、また畜産の豚搬入、出荷などに利用されてい 

る農道です。道が崩れておりますので６０㎡の借地契約をなされており、先代 

では、悪臭に地区が悩まされていましたが、若い人に世代が変わり、悪臭を押

さえるよう努力管理されており、努力がなされない場合は、契約を破棄すると

いわれておりました。審議をお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  この道は、市道ですか、公の道ですか。 

事 務 局  市道ではなく、法定外の道路です。 

副 会 長  私の方から説明します。市道と林道の間の法定外道路で農道です。 

委  員  農道ですよね、○○さんの土地のままでいいのかな。あくまでも農道拡幅と 

なり、公の道にならないのですか。 

事 務 局  貸し借りであり、班長が言われたように、現在は悪臭も少なく、今後また悪 

臭がひどくなった場合は、元に戻すとの取り決めで、借地となっております。 

委  員  他の人は、通れなくなるのでは。 

事 務 局  ○○さんは区のためということで、承諾されております。○○さんも始末書に 

     対して反論されましたが、地区と話され納得し提出されております。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「異議無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、  

整理番号１番については、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は、上岩屋 の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 祭代 ○○○番○ 外１筆、 

地目はいずれも畑、面積は合計で、２，６８６㎡のうち １６３．０㎡です。 

用途は、茶園農道  

      理由は、乗用機械が利用できる農道が必要 ということです。 

      隣接は、東は畑、西は道路、南は山林、北は農道 です。 



      図面は４ページと５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、杉崎委員、地域担当委員として説明、意見をお願いします。 

地域担当  一番奥の山際から、市道までの作業道を作るとの申請です。本当は奥の山を 

購入し、作業道を作りたいと思っていたが、山持ちさんから売りきれないと 

いうことで、自分の土地を使って作業道を作るということです。延長は６０ｍ

位、幅が２．５ｍとのことでした。よろしくお願いします。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、馬場 班長、報告をお願いします。 

班  長  担当委員から詳しく説明がありましたけど、機械を上げるには大変狭く急勾 

配で有り、本人さんに確認したところ、生葉を手で運んでいるとのことです。 

自分の土地で、作業道を作りたいとのことです。よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  こういうところが申請を出すべきなのか、小屋等が出来たら出さなくてはい 

けないと思うが。 

委  員  このような場合を今後、基準等を考えるべきではないだろうか。 

議  長  次の機会で、このような事例を検討していきたい。一生懸命農業をしている 

者の妨げになるのではないかと考える。鹿児島、宮﨑、八女では認めているら

いしい、段差についても報告だけらしいから今後の課題と考えます。畑と田ん

ぼの違いは考えなければならない。いつか議論したい。生産者が仕事しやすく

するため、後継者のためと考える。 

農業政策課  その件についてお願いです。耕作条件が厳しい土地であっても、農業振興地域 

     となっている場合がありますので、検討する場合はご考慮ください。除外をす 

るのか等含めてということです。除外しないといけないとことではありません 

ので。 

議  長  他県の取扱をみて、考慮していただきたい。農業振興のためには、生産者の 

     環境を整えていただきたい。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「異議無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、  

整理番号２番については、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      申請人は、上岩屋 の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 藤山 ○○○番、 

地目は畑、面積は、１，６７７㎡のうち ６０．０㎡です。 



用途は、農道用通路  

      理由は、乗用機械が利用できる農道が必要なため ということです。令和２年

８月頃に転用されており、始末書付きの案件です。 

      隣接は、東は保安林・道路、西は畑、南は道路、北は雑種地 です。 

      図面は６ページと７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、杉崎委員、地域担当委員として説明、意見をお願いします。 

地域担当  写真を見て分かるように、ある程度砂利をしいていて、担当委員より注意を 

受け、申請をされています。2 枚目の畑まで延ばす予定だそうです。そういうこ

とで始末書付きです。延長は４０ｍ、幅は２．５ｍです。以上です。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、馬場 班長、報告をお願いします。 

班  長  この場所は、岩屋川内ダムを通って陣野に行く道の途中です。始末書付きで 

すが、茶園に機械を入れるために不自由とのことです。委員の方から、急勾配

で、砂利が流れる恐れがあるため注意をお願いしたところです。、コンクリート

舗装するそうです。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  この辺が問題ですよね。畑の真ん中に道を作った場合はとか。畑の一部と考 

えてよいのではと考える。後で協議ですよね。 

議  長  段差がついてますが、宮﨑県ですけど平坦部の場合、逆に道路にはみ出して 

他の人に迷惑がかかるとのことで、引いて道をつくり茶畑の一部と考えている。 

見方、考え方の違いと思われる。よそは大胆にされていて、こっちは厳しいな

と感じます。 

事 務 局  市町の考え方であり、そこは農業委員会で基準を決めることだと考えます。 

県に相談すれば提出するように指導されます。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「異議無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、  

整理番号３番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

それでは、整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書８ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 井手川内の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく井手川内の ○○○○ 様です。 



所在地は 大字下野 古小場 ○○○番○、地目は畑、面積は５４０㎡ 

利用権区分は使用貸借権で、目的は茶です。 

      期間は平成２１年４月３日から令和１１年４月２日までで、 

解約理由は、借受人を変えて再契約 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。 以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  同じ住所でありますが親子ですか。 

事 務 局  はい、第３者に貸し付けする場合は、一度解約をしてとなります。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 五町田第４の ○○○○ 様、 

      借受人は 五町田第２の ○○○○ 様です。 

所在地は 大字五町田 前牟田 ○○○番○、地目は田、 

面積は１，４７１㎡ 

利用権区分は 使用貸借権で、目的は麦、大豆です。 

      期間は平成２８年６月１日から令和８年５月３１日までで、 

解約理由は、借受人を変えて再契約 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。 以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号２番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社  

理事長 ○○○○ 様です。 

借受人は 岩屋川内の 農事組合法人 ○○○○ 代表理事 ○○○○ 様 



     です。 

所在地は 大字岩屋川内 陣野 ○○○番○、地目は畑、面積は４，０４２㎡ 

利用権区分は 使用貸借権で、目的は 茶 です。 

      期間は平成２９年６月１日から令和９年５月３１日までで、 

解約理由は、農地法第３条により所有権移転をするため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。 以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号３番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      貸付人は 上岩屋の ○○○○ 様 

借受人は佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社  

理事長 ○○○○ 様です。 

      所在地は 大字岩屋川内 陣野 ○○○番○、地目は畑、面積は４，０４２㎡ 

利用権区分は 使用貸借権で、目的は 茶 です。 

      解約理由は、農地法第３条により所有権移転をするため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。 以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号４番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

先ず、別添の表１ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から７番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 



議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

７番までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表１ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から７番までについて です。 

貸し手人は 中通の ○○○○ 様、外６名様、 

借り手人は 中通の ○○○○ 様、外５名様 です。 

所在地は、大字久間 八幡篭 ○○○番 外１４筆、 

地目は田と畑、 田の面積の合計が１０，０１０㎡、 

畑の面積の合計が７１６㎡、田畑の面積の合計で１０，７２６㎡です。 

利用権は、賃借権と使用貸借権で、期間は３年から１０年２ヶ月で、 

再設定及び新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から７番までについて、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から７番まで

について、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分 整理番号１番から７番までについては、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表２ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 

皆さんにお諮りします。 

利用権設定嬉野町の分整理番号１番から４番まで、一括審議したいと思います。

異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 

     ４番までについて、農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表２ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から４番についてです。 

貸し手人は 内野内野山の ○○○○ 様 外３名様、 

借り手人は 上岩屋の 農事組合法人 ○○○○ 代表理事  

○○○○ 様、 外３名様です。 

所在地は、大字下宿 道徳 ○○○番○ 外７筆、 

地目はすべて畑、面積の合計は８，０７８㎡です。 

利用権は使用貸借権と賃借権、期間は５年から１０年で、再設定です。 



計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から４番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から４番につい

ては、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について、嬉野 

町の分 整理番号１番から４番については、原案のとおり承認することに決定

しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表３ページ、農地中間管理機構をとおした、利用権設定に 

ついて 嬉野市の分です。 

皆さんにお諮りします。整理番号１番から３番については、一括審議をした 

いと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  整理番号１番から３番について、農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表３ページ、農地中間管理機構をとおした、利用権設定 嬉野市の分 

整理番号１番から３番までです。 

貸し手人は 白石町の ○○○○ 様 外２名様、 

借り手人は 農事組合法人 ○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 二本松 ○○○番○ 外７筆  

地目はすべて田、面積は合計で１０，７４６㎡、利用権は賃借権、 

期間は１０年で、新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる 

各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定嬉野市の分 整理番号１番から３番について、質疑を 

行ないます。何か、質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定嬉野市の分 整理番号１番か

ら６番については、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願い

します。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 農地中間管理機構を 

とおした、利用権設定嬉野市の分 整理番号１番から３番については、原案 

どおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



議  長  次に、所有権の移転について です。整理番号１番について、事務局の説明を 

求めます。 

事 務 局  別添の表４ページをご覧ください。 

所有権の移転について、整理番号１番です。 

売り手人は、佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○様 

買い手人は、美野辺
へ

田
た

の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 流
りゅう

海
かい

 ○○○○番  

地目は田、面積は１，２３６㎡です。 

所有権の移転の種類はあっせんで、利用目的は、米・麦・大豆です。 

対価としましては、反当たり２５５，０００円、全体で３１５，０００円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 所有権の移転について、 

整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題 

とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書９ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 西吉田の ○○○○ 様、 

      譲受人は 井手川内の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字吉田 赤仁田 ○○○番○、外２筆  

地目は原野（現況畑）と畑 

面積は合計で、２，４０５㎡です。 

譲渡理由は経営縮小、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で７２１，５００円です。 

図面は１０ページから１１ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 山口の ○○○○ 様、 

      譲受人は 鹿島市の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字谷所 木野
こ の

 ○○○番、外１筆 地目は２筆とも畑、 

面積は合計で、９４９㎡です。 

譲渡理由は経営縮小、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、反当たり３１６，１２２円、全体で３００，０００円です。 

図面は１２ページから１３ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１４ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 佐賀市の ○○○○ 様、 

譲受人は 下岩屋２区の ○○○○ 様、 

所在地は、大字大草野 里 ○○○番○、地目は畑、 

面積は３８５㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場及び庭です。 

      事由は、転居する宅地に駐車場がなく、周りにも駐車スペースの確保が難しい

為、隣接する申請地を駐車場及び庭として転用したい ということです。約３０



年前頃から駐車場として使用されており、始末書が添付されております。 

東は宅地、 西は道路、 南は山林、 北は道路 です。 贈与です。 

図面は１５ページと１６ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ここは、地元の松尾推進委員に説明をおねがいします。 

推進委員  だいぶ荒れていて、空き家の状態でありました。地区に入って頂くことで大変

喜んでおります。よろしくお願いします。 

議  長  馬場委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  場所は、大草野南区公民館付近で空き家バンクを購入され、隣が畑で有り、畑

として利用されていなく、駐車場として利用されていたとのことです。前の所有

者が登記をなされていなく、今度入居される若い男性でしたが、きれいに駐車場

として整備され見通しもよくなると思われます。よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 式浪の ○○○○ 様、 

借受人は 下岩屋３区の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 三坂 ○○○番 地目は畑、面積は５２７㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は一般住宅です。 

      事由は、現在アパートに居住しており、今後家族（子供）が増え、学校にも近

い場所である申請地に一般住宅として転用したい ということです。 

東は道路・雑種地、 西は宅地、 南は雑種地、 北は宅地・畑 です。 

親子間の使用貸借です。 

図面は１７ページと１８ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  周りが住宅で、平屋の家を建てるということです。一番危惧していることは 

     排水でありますが、雨水に関しては既存水路に流し、合併浄化槽の排水に関して

は、別の正式な排水路に流すということで、許可を取られているそうです。問題

ないと思います。 

議  長  馬場委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  住宅としては問題ないというところです。西田委員の言われたとおりで、問題



ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

事 務 局   （説明等） 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１９ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 佐賀市の ○○○○ 様、 外３名様 

所在地は、大字下野 二本杉 ○○○○番、 外６筆 

地目は畑、雑種地（現況畑）と田、畑、雑種地の面積の合計は５，２３２㎡、 

田の面積は２３４㎡、田畑面積の合計は、５，４６６㎡です。 

用途目的は、災害適用で復旧のため 

事由は、令和２年７月の豪雨により被災し、農地としての復旧が不可能である。 

県営復旧治山事業にて被災対象の復旧のため 非農地証明を願うものです。 

      東は山林、 西は山林・宅地、 南は山林・畑、 北は雑種地・宅地 です。 

図面は２０ページから２１ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明及び意見をお願いします。 

地域担当  ７月の豪雨により、上の茶畑から崩れており、下の宅地、農地が被災され、農

地に復旧できないとのことで非農地証明を提出されています。よろしくお願いし

ます。 

議  長  馬場班長、班長としての報告をお願いします。 

班  長  井手川内の林道近くの災害現場であり、茶園がかくれており、高低差がありコ

ンクリート擁壁が手前まできており幸い民家の隣で止まっております。土砂のし

たには、空き家、農地が埋まっており、県営復旧で工事に関連する農地は、８０

年間の借地となるそうです。工事進入道路、構造物等になるそうで、非農地証明

願いをとなっております。上には綺麗な茶園がありますが、そこの２０ｍ位は保

安林と指定となるための非農地申請となります。よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 



委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  農地パトロールで遊休農地と判断した分に関しては、地権者にどのような報告 

     を事務局はしてくれるのか。 

事 務 局  利用状況意向調査を地権者に送り、どのように農地をしていくのか、公社に 

貸付を行うとかの調査で、まず、事務局から地権者に通知を送付します。その後 

把握していく予定です。パトロール結果を上げられた後の作業となります。 

委  員  農業臨時雇用賃金ですが、いつ頃からてきようとなるのか。 

事 務 局  １０月から適用となります。電話がかかっている分は参考ですけどと言って 

おります。あくまでも参考資料としてお伝えしています。嬉野のかたは、うれ 

しの茶業振興室に置いてあります。 

 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第２７回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ２ 時 ２８ 分 閉会 ） 

 


